
 
 
 
 

高齢者・障がいのある人の消費者 

被害の実態と被害回復・予防について 

 

 
日 時 2008 年１０月１７日(金) 

午前９時３０分～正午 
場 所 四日市都ホテル４階 

伊勢の間「松・竹」 
三重県四日市市安島 1 丁目３－３８

 

 

 
 

 
○パネリスト○ 

・馬場毅之（三重県健康福祉部長寿社会室主事） 

・南川久美子（障害者総合福祉支援センター「あい」センター長、 

社会福祉士・三重県社会福祉士会会長、精神保健福祉士） 

・平井俊圭（伊賀市社会福祉協議会理事・事務局長、社会福祉士） 

 

 

 

 

 
・加藤貴子（名古屋市消費生活センター相談員、全相協中部支部副支部長） 

・渡邉 功（弁護士・三重弁護士会） 

・コーディネーター 熊田 均・松隈知栄子（弁護士・愛知県弁護士会）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 近鉄四日市駅北口より徒歩 1 分

 ● 近鉄名古屋駅～近鉄四日市駅の

乗車時間は約３０分です。 

● ＪＲ北陸本線、名鉄線、地下鉄

をご利用の方は、ＪＲ名古屋駅

から近鉄線にお乗換え下さい。

 

 

 

 
  
 

 

※会場の都合で４００名を

超えた場合には、入場をお断

りすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

主催：中部弁護士会連合会 担当会：三重弁護士会  お問い合わせ先：三重弁 -228-2232 護士会事務局 059

平成２０年度 中部弁護士会連合会 シンポジウム 

高齢者や障がいのある人をターゲットにした消費者被害が増加しています。 

高齢者や障がいのある人は、被害に遭ったとの認識が薄く、法的対応に至る

までに多くの困難があります。成功例では、ヘルパーやケアマネジャー、社会福

祉士などの福祉機関が被害の発見に大きな役割を果たし、地域包括支援セン

ター・障害者地域生活センターの相談を通して、消費生活センターや弁護士に

よる被害救済につながったことが報告されており、発見から法的対応までの道

筋をどのように確立するかが緊急の課題になっています。 

このシンポジウムでは、関係機関の悩みや問題点を出し合い、高齢者や障

がいのある人の消費者被害救済と予防について考えたいと思います。 

入場無料  事前予約不要  要約筆記実施 

今
、
高
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ま
す
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